
国立大学法人香川大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２１年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

  当大学法人が定める役員に支給する期末特別手当（ボーナス）において、学長は、国立大
学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び各役員の在職期間における職務実績を総合
的に勘案し、経営協議会の議を経て、期末特別手当の額を、100分の10の範囲内で、これを
増額又は減額することができると定めている。平成21年度については、国立大学法人評価委
員会の業績評価及び各役員の職務業績を勘案し、特段の増減は行わなかった。

   平成21年人事院勧告を踏まえ、給与法に定める指定職俸給表を参考とし、
報酬月額の引き下げ（△０．３％）を行った（12月実施）。
　 期末特別手当の支給月数について、6月期は0.15月分、12月期は0.10月分
減額した。

  平成21年人事院勧告を踏まえ、給与法に定める指定職俸給表を参考とし、
報酬月額の引き下げ（△０．３％）を行った（12月実施）。
　 期末特別手当の支給月数について、6月期は0.15月分、12月期は0.10月分
減額した。

　なし

　平成２１年人事院勧告を踏まえ、給与法に定める指定職俸給表を参考とし、
報酬月額の引き下げ（△０．３％）を行った（12月実施）。
　 期末特別手当の支給月数について、6月期は0.15月分、12月期は0.10月分
減額した。

　なし
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２　役員の報酬等の支給状況

平成２１年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,376 11,916 4,460 （　　　　） 10月1日 9月30日 ※

千円 千円 千円 千円

13,052 9,400 3,519 133
（通勤手当）

10月1日 9月30日

千円 千円 千円 千円

11,811 7,840 3,081
470
420

（広域異動手当）
（単身赴任手当）

4月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

6,364 4,704 1,648 12
（通勤手当）

9月30日 ※

千円 千円 千円 千円

6,648 4,696 1,870 82
（通勤手当）

10月1日 ※

千円 千円 千円 千円

6,376 4,704 1,648 24
（通勤手当）

9月30日 ※

千円 千円 千円 千円

6,605 4,696 1,870 39
（通勤手当）

10月1日 ※

千円 千円 千円 千円

6,097 4,368 1,531
174
24

（単身赴任手当）
（通勤手当）

9月30日 ※

千円 千円 千円 千円

6,590 4,696 1,870 24
（通勤手当）

10月1日 ※

千円 千円 千円 千円

6,605 4,696 1,870 39
（通勤手当）

10月1日 ※

千円 千円 千円 千円

700 700 （　　　　） 9月30日

千円 千円 千円 千円

11,995 8,728 3,267 （　　　　） 3月31日

千円 千円 千円 千円

1,060 1,060 （　　　　）

注1：「広域異動手当」とは、広域的に転勤のある民間企業の賃金水準が地域の平均的な民間企業の賃金
　　水準よりも高いことを考慮し、広域異動（異動前後の官署間の距離及び異動等の直前の住居と異動等の
　　直後の官署との距離が60km以上である異動）を行った場合等に３年間、支給するものである。
注2：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す（該当がない場合は空欄）。
　退職公務員「＊」：常勤の国家公務員として職務に従事した者（下記①から③まで又は役員出向者に該当
　　　　　　　　　する者を除く。）とする。　
　　　　　　　　　①　専ら教育、研究又は医療に従事した者（大学教授、研究者、医師等）
　　　　　　　　　②　国家公務員としての勤務が一時的（原則として、任期の定めのある場合は１期、任期の定め
　　　　　　　　　　がない場合は３年程度以下）であった者
　　　　　　　　　③　国の機関の組織、業務を継承した独立行政法人等のプロパー職員（ただし、当該独立行政
　　　　　　　　　　法人等の役員になる場合に限る。）
　役員出向者「◇」：国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）第8条第1項の規定に基づき、独立行政
　　　　　　　　　法人等役員となるため退職し、かつ、引き続き当該独立行政法人等役員として在職する者とする。
　独立行政法人等の退職者「※」：独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第
　　　　　　　　　140号）の対象法人の退職者とする。
　退職公務員でその後独立行政法人等の退職者：「＊※」

Ａ理事

Ｂ理事

Ｊ理事
（非常勤）

Ｃ理事

Ｅ理事

Ｇ理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

B監事
（非常勤）

A監事

Ｈ理事

Ｉ理事

Ｄ理事

Ｆ理事

法人の長

前職
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３　役員の退職手当の支給状況（平成２０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

2,352 2 0

（49，170）

千円 年 月

2,352 2 0

（49，826）

千円 年 月

2,184 2 0

（46,706）

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

注１：理事A,B,Cについて役員在職期間を役員退職手当規則に適用させて算出した金額を記載するとともに、

括弧内に、役員在職期間を通算した期間（法人での在職期間欄の括弧の期間）をもって当役員の在職期間
として算出した金額を記載した。

注2：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の職種別に以下の記号を付す（該当がない場合は空欄）。

退職公務員「＊」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等
の退職者「＊※」。

該当者なし

H21.9.30 1

本法人役員退職手当規則第2
条2項では、役員の勤務実績
に応じて、手当額を増減できる
こととしており、国立大学法人
評価委員会の業績評価結果、
及び個人評価を勘案し、増減
なしとした

（40年　6月）

H21.9.30 1

本法人役員退職手当規則第2
条2項では、役員の勤務実績
に応じて、手当額を増減できる
こととしており、国立大学法人
評価委員会の業績評価結果、
及び個人評価を勘案し、増減
なしとした

（36年　6月）

理事A H21.9.30 1

本法人役員退職手当規則第2
条2項では、役員の勤務実績
に応じて、手当額を増減できる
こととしており、国立大学法人
評価委員会の業績評価結果、
及び個人評価を勘案し、増減
なしとした

（34年　3月）

摘　　要

法人の長

法人での在職期間

理事B

理事C

理事
（非常勤）

監事

※

※

※
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２１年度における給与制度の主な改正点

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容

賞与：勤勉手当
（査定分）

6月1日及び12月1日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対
し、人事評価対象事務系職員については、評価回数を年２回（上期・下期）
としていることから、基準日以前6か月以内の期間における評価制度の結果
等により、それぞれ支給割合を決定。教員評価対象職員については、評価
回数を年１回（年度終了後）としていることから、12月期に前年度の評価結
果等により支給割合を決定（6月期については、評価結果を反映しない。）。

昇　給
評価制度の結果等により、Ａ～Ｅの5段階の昇給区分に決定の上、昇給。
（標準を４号俸として８号俸の幅で決定）

昇格・降格
昇格：勤務成績が特に良好な職員は上位の職務の級に決定。
降格：勤務成績が不良な場合は、下位の級に決定。

　　運営費交付金における業務費・人件費の割合を堅持しつつ、中期計画に基づく人件費
 枠の有効な配分を勘案し、新たな社会的ニーズに迅速・適切に対応できるよう人員配置を
 行い、適正な人件費の管理に努める。

　　国家公務員の給与制度に準拠した本給表及び毎年の人事院勧告を参考にして、社会
 一般の情勢に適合したものとなるよう支給基準を定めている。

　　事務系職員には、本学が独自に定めた人事評価制度に基づく個人評価（業績・能力）
  の結果を昇給・昇格・降格及び賞与における支給割合の増減に反映させている。
     また、教員についても、教員評価（教育・研究・社会貢献・運営）の結果を昇給及び賞与
  における支給割合の増減に反映させている。

１．平成21年人事院勧告の内容に準じた改正（(2)～(5)については12月実施）
(1) 期末・勤勉給に係る支給割合について、6月期は0.2月分、12月期は0.15月分引き下げ
た。
(2) 本給月額を平均0.2%引き下げた（若年層を除く）。
(3) (2)に伴い、調整給（国の俸給の調整額）の調整基本額を引き下げた。
(4) (2)に伴い、引き下げ対象者に係る平成18年給与改定の経過措置額（本給月額、調整給
及び管理職手当）を0.24%引き下げた。
(5)自宅所有に係る住居手当（月額2,500円）を廃止した。
２．その他（4月実施（(4)については12月実施））
(1)学校教育法の改正により平成２０年度から附属学校に設置していた主幹教諭について、
　その標準職務級を特２級とした（級の新設）。
(2)教員免許更新講習等担当教員に対する手当を新設した。(講習担当：1時間につき5,000
円/認定試験の問題作成及び採点担当：受講生30人未満の場合 5,000円、30人以上の場
合 10,000円）
(3)組織の見直しに伴い、管理職手当支給対象役職を追加した。
(4)医療従事者の待遇改善の観点から次の手当を新設した。
　・救急勤務医手当（夜間において救急医療に従事する医師及び麻酔医に、夜間勤務1回
　　につき6,000円）
　・専門看護等手当（専門看護師の資格取得者に月額5,000円、認定看護師資格取得者
　　に月額3,000円）
　・夜勤専従手当（夜勤専従看護職員に月額14,000円）
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1440 42.9 6,362 4,714 55 1,648
人 歳 千円 千円 千円 千円

338 42.6 5,339 3,979 64 1,360
人 歳 千円 千円 千円 千円

559 47.6 8,177 6,014 54 2,163
人 歳 千円 千円 千円 千円

319 35.9 4,643 3,461 45 1,182
人 歳 千円 千円 千円 千円

85 38.9 4,980 3,711 46 1,269
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 35.3 6,226 4,791 31 1,435
人 歳 千円 千円 千円 千円

28 52.6 5,258 3,913 51 1,345
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 43.2 7,011 5,251 81 1,760
人 歳 千円 千円 千円 千円

73 40.8 6,488 4,861 64 1,627
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 52.8 5,821 4,314 138 1,507
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

48 35.9 4,057 3,546 29 511
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 41.9 5,447 4,105 35 1,342
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 28.1 3,336 3,336 24 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 42.0 4,425 3,316 37 1,109
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

再採用職員
（旧制度）

任期付職員

特任教員

民間出向職員

その他医療職種
（看護師）

非常勤職員

教育職種
（附属義務教育学校

教員）

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（大学病院医師）

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

教育職種
（附属高校教員）

年俸制適用者

特任教員

平成21年度の年間給与額（平均）

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

その他医療職種
（看護師）

民間出向職員

その他

区分 人員 平均年齢
総額 うち所定内 うち賞与
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＜常勤職員について＞
注１:在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２:技能・労務職種とは、自動車運転手、ボイラー技士、医療機器操作員、動物飼育員、実験助手及び
　　 調理師である。
注３:教育職種（附属高校教員）には、附属特別支援学校教員を含む。
注４:教育職種（附属義務教育学校教員）には、附属幼稚園教員を含む。
注５:その他医療職種（看護師）とは、保健管理センターの保健師である。
注６:その他とは、該当者が少数であり、独立した職種としての公表が不適当な職員である。
注７:民間出向職員、その他については、該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定される
　　 おそれのあることから、人数以外は記載していない。

＜在外職員・再任用職員について＞
在外職員及び再任用職員の各区分については、該当者がないため記載を省略した。

＜非常勤職員について＞
注１:技能・労務職員とは、警備員及び実験助手である。
注２:その他医療職種（看護師）とは、保健管理センターの保健師である。
注３:事務・技術については、該当者がないため記載を省略した。
注４:技能・労務職種、その他医療職種（看護師）、民間出向職員、再採用職員（旧制度）については、該当者が
　　 ２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

＜年俸制適用者について＞
該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載し
ていない。
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

3 57.8 － 8,976 －

23 52.3 7,438 7,929 8,162

42 52.3 6,190 6,376 6,600

103 47.6 5,546 5,783 6,040

80 41.1 4,508 4,986 5,427

87 30.4 3,273 3,579 3,864

注１：「課長」には、課長相当職である「リーダー」を含む。

注２：「課長補佐」には、課長補佐相当職である「サブリーダー」及び「専門員」を含む。

注３：「係長」には、係長相当職である「チーフ（Ⅲ）」及び「専門職員」を含む。

注４：「主任」には、主任相当職である「チーフ（Ⅱ）」を含む。

注５：「係員」には、係員相当職である「グループ員」を含む。

注６：部長の該当者は３人のため、年間給与額の第１・第３分位については記載していない。

分布状況を示すグループ

主任

部長

課長

課長補佐

係長

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職
員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均人員

係員

平均年齢

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳
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注：年齢24～27歳の該当者は1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与については表示していない。

（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

243 54.2 8,957 9,641 10,327

150 43.8 6,969 7,567 8,025

47 43.4 6,560 7,189 7,782

99 38.9 5,801 6,207 6,666

9 53.4 6,259 6,319 6,528

11 43.1 4,380 4,867 5,516教務職員

助手

分布状況を示すグループ 平均年齢 平均

教授

准教授

講師

助教
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（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

1 － －

3 55.8 － 6,071 －

25 49.2 5,903 6,248 6,641

48 44.4 5,192 5,633 6,086

242 32.5 3,575 4,182 4,756

注１：「看護師」には、看護師相当職である「助産師」を含む。

注２：看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　平均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。

注３：副看護部長の該当者は３人のため、年間給与額の第１・第３分位については記載していない。

看護師

副看護師長

看護部長

看護師長

副看護部長

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均
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③

（事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 主任 係長 課長補佐 課長
な職位 係員 主任 係長 課長補佐

人 人 人 人 人 人

26 70 180 30 16
（割合） （  7.7 %） （ 20.7 %） （ 53.3 %） （  8.9 %） （  4.7 %）

歳 歳 歳 歳 歳

30 44 59 59 59

～ ～ ～ ～ ～

24 28 34 48 40
千円 千円 千円 千円 千円

3,054 3,580 4,871 5,192 6,399

～ ～ ～ ～ ～

2,097 2,369 2,970 4,295 4,676
千円 千円 千円 千円 千円

3,974 4,721 6,596 7,095 8,432

～ ～ ～ ～ ～

2,826 3,167 4,048 5,837 6,404

区分 ６級 ７級 ８級 ９級

標準的
な職位

人 人 人 人

13 3 該当者なし 該当者なし

（割合） (   3.8 %) (   0.9 %) （　 　　%） （　 　　%）
歳 歳 歳 歳

59 59

～ ～ ～ ～

48 55
千円 千円 千円 千円

7,895 6,707

～ ～ ～ ～

5,385 6,544
千円 千円 千円 千円

10,401 9,161

～ ～ ～ ～

7,126 8,819
注１：「係員」には、係員相当職である「グループ員」を含む。
注２：「主任」には、主任相当職である「チーフ（Ⅱ）」を含む。
注３：「係長」には、係長相当職である「チーフ（Ⅲ）」及び「専門職員」を含む。
注４：「課長補佐」には、課長補佐相当職である「サブリーダー」及び「専門員」を含む。
注５：「課長」には、課長相当職である「リーダー」を含む。

年齢（最高
～最低）

 職級別在職状況等（平成２２年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

係員

所定内給
与年額(最
高～最低)

部長部長

人員

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

課長 部長

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)
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（教育職員（大学教員））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 助教
な職位 助手

人 人 人 人 人 人

11 108 48 149 243
（割合） （  2.0 %） （ 19.3 %） （  8.6 %） （ 26.7 %） （ 43.5 %）

歳 歳 歳 歳 歳

58 60 55 64 65

～ ～ ～ ～ ～

27 28 31 32 40
千円 千円 千円 千円 千円

4,274 5,688 6,649 7,104 9,419

～ ～ ～ ～ ～

2,660 3,271 3,673 4,300 5,258
千円 千円 千円 千円 千円

5,703 7,613 8,885 9,522 12,717

～ ～ ～ ～ ～

3,496 4,405 5,043 5,807 6,944

（医療職員（病院看護師））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 看護師長 副看護部長

な職位 副看護師長 看護師長
人 人 人 人 人 人

該当者なし 242 51 24 1
（割合） （       %） （ 75.9 %） （ 16.0 %） （  7.5 %） （  0.3 %）

歳 歳 歳 歳 歳

50 54 59

～ ～ ～ ～ ～

22 33 37
千円 千円 千円 千円 千円

4,711 4,819 5,093

～ ～ ～ ～ ～

2,223 3,487 3,841
千円 千円 千円 千円 千円

6,287 6,514 6,880

～ ～ ～ ～ ～

2,975 4,584 5,242

区分 ６級 ７級

標準的
な職位

人 人

1 該当者なし

（割合） (   0.3 %) (       %)
歳 歳

～ ～

千円 千円

～ ～

千円 千円

～ ～

注１：「看護師」には、看護師相当職である「助産師」を含む。
注２：５級及び6級における該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　　「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

教務職員

准看護師

人員

年齢（最高
～最低）

教授准教授講師

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年間給与
額(最高～

最低)

看護部長

年間給与
額(最高～

最低)

副看護部長

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

看護師

看護部長
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④

（事務・技術職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

64.3 68.0 66.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.7 32.0 33.7

％ ％ ％

         最高～最低 42.7～33.1　 42.6～27.4 42.5～31.0

％ ％ ％

64.7 68.7 66.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.3 31.3 33.2

％ ％ ％

         最高～最低 38.1～30.1 33.9～27.9 35.9～29.9

（教育教員（大学教員））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

65.5 65.2 65.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.5 34.8 34.7

％ ％ ％

         最高～最低 42.3～33.4 45.4～29.5 42.1～31.4

％ ％ ％

65.7 68.0 66.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.3 32.0 33.1

％ ％ ％

         最高～最低 38.1～32.7 38.0～27.4 36.7～30.6

（医療職員（病院看護師））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

63.9 68.3 66.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.1 31.7 33.8

％ ％ ％

         最高～最低 38.1～33.2 33.9～27.4 35.9～30.8

注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１人のため、当該個人に関する情報が
　　特定されるおそれのあることから記載していない。

賞与（平成21年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員
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⑤

81.8

94.8

93.9

93.4

96.7

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 ８８．０

参考 学歴勘案　　　　　　 ８１．９

地域・学歴勘案　　　８８．０

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教
育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

項目 内容

今後とも病院収入の増収、外部資金の獲得や経常的経費の圧縮を図り、効
果的・効率的業務運営の実施を推進するとともに、給与制度改正なども踏ま
えて、引き続き給与の適正化に努める。

【累積欠損額について】
該当なし

【検証結果】

対国家公務員　　８１．８

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　給与水準の適切性の
　検証

講ずる措置

指数の状況

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　４１％
（国からの財政支出額　12,352,482千円、支出予算の総額　29,826,398千
円：平成21年度予算）

【検証結果】
　指数は国家公務員及び他の国立大学に比して低い水準にある。また、人
件費の業務費に占める割合（57.0%)についても昨年度(58.4%)に比べ下降を
保っている。この要因として、高松市は地域手当支給地域であるが、本学は
旧香川大学(63歳)と旧香川医科大学(65歳)の教員の定年年齢を65歳に段
階的に統一する財源を確保するために地域手当(3%)を導入していないな
ど、長期戦略に基づいた人件費の管理を行っていることが大きい。
　また、給与についても人事院勧告を参考に改正を行うことにより、民間の
給与水準との均衡を保っている。

　対他の国立大学法人等

（医療職員（病院看護師））

　対国家公務員（医療職（三））

（事務・技術職員）

　対国家公務員（行政職（一））

　対他の国立大学法人等

（教育職員（大学教員））

　対他の国立大学法人等

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出
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○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　　 ９５．９

参考 学歴勘案　　　　　　 ９２．８

地域・学歴勘案　　　９５．１

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　９１．５

　給与水準の適切性の
　検証

(注)上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成21
年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

指数の状況

内容

対国家公務員　　９３．４

【累積欠損額について】
該当なし

【検証結果】

講ずる措置
今後とも病院収入の増収、外部資金の獲得や経常的経費の圧縮を図り、効
果的・効率的業務運営の実施を推進するとともに、給与制度改正なども踏ま
えて、引き続き給与の適正化に努める。

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　４１％
（国からの財政支出額　12,352,482千円、支出予算の総額　29,826,398千
円：平成21年度予算）

【検証結果】
　指数は国家公務員及び他の国立大学に比して低い水準にある。また、人
件費の業務費に占める割合(57.0%)についても昨年度(58.4%)に比べ下降を
保っている。この要因として、高松市は地域手当支給地域であるが、本学は
旧香川大学(63歳)と旧香川医科大学(65歳)の教員の定年年齢を65歳に段
階的に統一する財源を確保するために地域手当(3%)を導入していないなど
長期戦略に基づいた人件費の管理を行っていることが大きい。
　また、給与についても人事院勧告を参考に改正を行うことにより、民間の
給与水準との均衡を図っている。

　なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との
給与水準（年額）の比較指標である。
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成21年度）

前年度
（平成20年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

(注1)

(注2)

(注3)

総人件費について参考となる事項

1,610,143 (1.7)

845,729

最広義人件費

26,1471,585,817

(△ 2.0) △ 655,896

中期目標期間開始時（平成
16年度）からの増△減

比較増△減

(16.2) (97.2)

(△ 5.6)

△ 24,326 (△ 1.5)
福利厚生費

区　　分

非常勤役職員等給与

退職手当支給額

給与、報酬等支給総額

「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により
雇用される職員に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務
諸表附属明細書の「１７ 役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一
致しない。
「福利厚生費」においては、法定福利費及び法定外福利費を計上しているが、財務諸
表附属明細書の「１７ 役員及び教職員の給与の明細」においては、法定外福利費は計
上していない。

2,534,794 2,181,735

844,666 1,063

△ 220,94011,222,77011,001,830

(3.4)15,968,170 15,859,314 108,856 521,433(0.7)

(0.1) (△ 10.4)

353,059

△ 97,945

1,249,127

「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当
支給額を計上している。

①対前年度比及び増減要因について
　ⅰ）給与、報酬等支給総額：対前年度比２．０％減
　　　　減額要因：平成21年度給与改定に伴う賞与及び本給等の減
　　　　増額要因：役員交代に伴う非常勤理事１名の常勤化
　ⅱ）最広義人件費：対前年度比０．７％増
　　　　要因：附属病院の診療体制充実のための病院助教（任期付医師）及び任期付看護師の増員、
　　　　　　 その他医療系職員の処遇改善及び事務系職員の定年後の再採用に伴う非常勤職員等
　　　　　　 給与の増加。
②「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）及
　び「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）に基づく人件費削減の取組状況について
　ⅰ）主務大臣が中期目標において示した人件費削減の取組に関する事項
　　　「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において示された総人件費改革の実行
　　　計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う。
　ⅱ）中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針
　　　・総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成21年度までに概ね４％の人件費の削減を行うことと
　　　　している。
　　　・改正高年齢者雇用安定法に対応するため、定年退職後、職員を非常勤職員として採用し、
　　　　常勤職員の雇用を抑制することにより、人件費の削減を図る。
　　　・業務の分析を行い、業務のマニュアル化を進め、人材派遣で対応可能な業務について、アウト
　　　　ソーシングにつなげる。
　ⅲ）人件費削減の取組の進ちょく状況
　　　　人件費の削減状況は、下記の表のとおりであり、当年度までの人件費削減率は約8.7%減、人件
　　　　費の削減率（補正値）は約7.0%減となっている。
　　　　・基準年度の「給与、報酬等支給総額」　　　　　　　12,053,293千円
　　　　・当年度の「給与、報酬等支給総額」　　　　　　　　 11,001,830千円
　　　　・当年度までの人件費削減率　　　　　　　　　　　　　　△8.7％
　　　　　計算式＝（各年度の金額－基準年度の金額）÷基準年度の金額×100）
　　　　・当年度までの人件費削減率（補正値）　　　　　　　　△7.0％
　　　　　計算式＝（（各年度の金額－基準年度の金額）÷基準年度の金額×100）－（基準年度から
　　　　　　　　　　　　 当年度までの各年度の行政職（一）職員の平均年間給与の増減率の和））
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基準年度
（平成17年

度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

12,053,293 11,431,614 11,385,574 11,222,770 11,001,830

△ 5.2 △ 5.5 △ 6.9 △ 8.7

△ 5.2 △ 6.2 △ 7.6 △ 7.0

（注2）

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし。

人件費削減率（補正値）
（％）

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

人件費削減率
（％）

基準年度（平成17年度）の給与、報酬等支給総額は、法人移行時の人件費予算相当額を
基礎に算出した平成17年度人件費予算相当額である。

（注１） 「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）に
よる人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり、
平成18年、平成19年、平成20年、平成21年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率は
それぞれ0%、0.7%、0%、▲2.4%である。
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